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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月6日(2013.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子設備の構成要素、特に屋外使用のための電子設備の構成要素であって、ポリマー組
成物から製造されており、導電性材料がめっきされており、前記ポリマー組成物が、
（ａ）ポリエチレンテレフタレート
（ｂ）ガラス繊維
を含有することを特徴とする、構成要素。
【請求項２】
　前記構成要素が屋外使用用であることを特徴とする請求項１に記載の構成要素。
【請求項３】
　前記構成要素がＲＦフィルタ筐体であり、ＥＭＩ遮蔽を得るための導電性材料が筐体に
めっきされている、請求項１または２に記載の構成要素。
【請求項４】
　前記ポリマー組成物が少なくともポリエチレンテレフタレートホモポリマーを含有する
、請求項１～３のいずれか一項に記載の構成要素。
【請求項５】
　前記ポリエチレンテレフタレートが後凝縮される、請求項４に記載の構成要素。
【請求項６】
　前記ポリマー組成物が１０～６０重量％の間のガラス繊維を含有する、請求項１～５の
いずれか一項に記載の構成要素。
【請求項７】
　前記ポリマー組成物が３０～５０重量％の間のガラス繊維を含有する、請求項１～５の
いずれか一項に記載の構成要素。
【請求項８】
　前記ポリマー組成物が５重量％未満の添加剤を含有することを特徴とする請求項１～７
のいずれか一項に記載の構成要素。
【請求項９】
　前記ポリマー組成物が、前記ポリエチレンテレフタレート、前記ガラス繊維、および５
重量％未満の添加剤からなることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の構成
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要素。
【請求項１０】
　移動電話用の基地局に使用するためのＲＦフィルタ用筐体である、請求項１～９のいず
れか一項に記載の構成要素。
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